
徳
島
県
告
示
第
六
百
十
二
号

平
成
二
十
七
年
徳
島
県
商
品
流
通
調
査
に
つ
い
て
、
徳
島
県
統
計
調
査
条
例
（
平
成
二
十
一
年
徳
島
県

条
例
第
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
目
的
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

調
査
の
名
称
及
び
目
的

１

名
称

平
成
二
十
七
年
徳
島
県
商
品
流
通
調
査

２

目
的

こ
の
調
査
は
、
本
県
に
お
け
る
製
造
業
に
属
す
る
事
業
所
に
お
い
て
生
産
さ
れ
る
商
品
の
地
域
間

に
お
け
る
流
通
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
平
成
二
十
七
年
徳
島
県
産
業
連
関
表
の
作
成
の
た
め
の
基
礎

資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

調
査
対
象
の
範
囲

県
内
の
製
造
業
に
属
す
る
事
業
所
の
う
ち
、
知
事
が
選
定
し
た
も
の

三

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間

１

報
告
を
求
め
る
事
項

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
従
業
者
数

（一）

年
間
の
製
造
品
の
生
産
額
、
自
工
場
消
費
額
、
国
内
向
け
出
荷
額
及
び
輸
出
向
け
出
荷
額

（二）

年
間
の
製
造
品
の
最
終
消
費
地
域
別
の
出
荷
内
訳

（三）

年
間
の
製
造
品
の
業
種
別
構
成
比

（四）
２

基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間

平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
一
年
間
に
お
け
る
事
実
に
つ
い
て

調
査
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
期
間
で
の
調
査
が
困
難
な
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
期
間
に
最
も
近
い

一
年
間
で
調
査
す
る
。

四

報
告
を
求
め
る
者

こ
の
調
査
の
対
象
事
業
所
の
管
理
責
任
者
（
以
下
「
申
告
義
務
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

知
事
が
申
告
義
務
者
に
郵
送
す
る
平
成
二
十
七
年
徳
島
県
商
品
流
通
調
査
票
に
よ
っ
て
行
う
。

六

報
告
を
求
め
る
期
間

平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
十
日
ま
で

七

そ
の
他
必
要
な
事
項

こ
の
調
査
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。


